
令和 2年 6月 

 

第 19回豊障連大会 



 

目次 
 
１）3１年度事業報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

  １．豊障連大会・さくらピアサマースクール・納涼夏祭り ・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

 

  ２．さくらピア防災運動会・体育祭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

  ３．豊障連さくらピア文化祭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

   

  ４．啓発活動（みんなのコミュニケーション）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

  ５．他団体との連携  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６－７ 

 

  ６．会長総括・障害者就労促進・定着支援事業 

・リサイクルセンター・ほいっぷ周日常清掃業務  ・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

 

  ７．路面電車事業・機能訓練事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

 

  ８．相談支援事業  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０ 

 

９．さくらピア管理運営について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１－１５ 

 

   

２）31 年度収支決算報告  

 

  １．決算報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

 

  ２．会計監査報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

    

３）２年度役員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 

４）２年度事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・. １９ 

 

５）２年度予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

 

６）会則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１－２５ 











ʷ５ʷ 

 

名称 講師

参加費

回数 日付 参加者

1 10/8(火) 35

2 10/29(火) 29

3 11/12(火) 29

4 11/26(火) 33

5 12/10(火) 29

6 1/7(火) 23

7 1/21(火) 21

計

聴覚障害者の理解とコミュニケーション②
住所・趣味
（豊聴協／中谷常也）

所感

・豊障連の啓発事業として企画、実施。
・当事者や家族の実体験を伝えることができた。
・アンケートを見ると、具体的な事例が多く聞けたのが好評だっ
た。
・福祉関係者の参加も多く、今後の障害者対応に活かしていただ
けると思う。
・豊障連がさらに積極的に発信していけるとよい。
・市のコミュニケーション条例の啓発事業を市主催でも開催して
ほしい。

178

文責：さくらピア事務長 本田栄子

聴覚障害者の理解とコミュニケーション③
地域で暮らす人々
（豊聴協／中谷常也）

聴覚障害者の理解とコミュニケーション①
あいさつ・名前
（豊聴協／中谷常也）

みんなのコミュニケーション 豊橋障害者(児)団体連合協議会

2019年10月8日～2020年1月21日

午後7時00分～午後20時30分 500円(資料代)

内 容

知的障害の理解とコミュニケーション
（育成会／鈴木佐和子）

視覚障害の理解とコミュニケーション
（豊視協／柘植康守・服部めぐみ）

精神障害の理解とコミュニケーション
（くすのき会／廣田容子）

重度心身障害者の理解とコミュニケーション
（父母の会／後藤久代）

日時

 







平成３１年度（令和元年度）総括 

 

本年度も、各役員や多くの会員の協力の下、予定されていた事業（行事）は、ほぼ例年と

同様に多くの参加者が集い、開催することができました。各事業(行事)には多くのボランテ

ィアさんの協力をいただき、ありがたく感じています。 

しかし、年明けから起きた新型コロナ問題により、北ライオンズさんとの親睦ボウリング

大会が中止となり、残念でしたが、まだ流行をする前に中止の判断ができたことは良かった

ことだと考えています。 

各委託事業も、順調に行われており、さくらピアの指定管理も職員一同が一丸となり、安

全に留意して会館運営を継続してくれています。 

豊橋市が、住みやすい街になることを願う豊障連として、今回の新型コロナ問題が、少し

でも早く終息することを望みます。 

皆さんも、感染防止に努めてください。 

          

平成 31 年度豊障連会長 山下 徹 

 

障害者就労促進・定着支援事業 

本年度も１４名の就職者を送りました。定着支援も順調に行われており、離職者もゼロで

はないですが、皆さんの頑張りを感じます。 

定着支援は、そのものが制度となり、豊障連の支援活動も方向性を変えていく必要があ

ると考えています。今後の１年を通じて整理したいと思います。 

より各事業所との連携を深め、指導能力の向上、知識力の向上を目指して、発展をさせ

ていきたいと思います。 

 

リサイクルセンター 

様々な障害のある方が協力して１０名体制の交代勤務を毎日６時間、スケジュール通り

進めてくれました。今年度も若干のトラブルはありましたが、皆さんの力で乗り切ることがで

きました。 

平成１６年度より、委託を受けていたプラスティックリサイクルセンターでの就労訓練は、

令和２年４月末で終了することとなりました。開始当時は、障害者を雇用してくれる企業も少

なく、また、働く訓練をする場所もありませんでした。しかし、現在では、多くの企業が障害

者雇用を推進しており、働く訓練をする場所（就労Ａ・B 型や就労移行事業所）も市内に多く

あることや仕事内容の高度化や職場環境の劣悪化などを鑑み、今回の決断となりました。 

皆さん、ありがとうございました。 

 

ほいっぷ外周日常清掃業務 

１日の作業時間が３時間と短いため、まだ働く自信の無い人たちには、大変利用しやす

い訓練の場所です。メンバーの入れ替えはありましたが、皆さんが力を合わせ頑張ってくれ

ました。 
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喫茶路面電車事業 

 

いつも喫茶・路面電車をご利用いただきありがとうございます。 

この度の新コロナウィルスの感染拡散防止のため、あいトピアの部屋の利用自粛が始まり、来客数が減っ

たことで、豊橋市役所福祉政策課と協議の上、3 月 8 日（日）から臨時休業させていただいております。

当初は 3 月 15 日（日）までで、17 日（火）から営業を再開出来るのではと軽く考えておりましたが、

どんどん感染が拡大し、豊橋にはまだ感染者が出てはいないけれど、名古屋を含め愛知県各地で感染者が

増え、不安が…ということで 3 月 31 日（火）まで、再延期を決定。さらに豊橋市にも感染者が出て、4

月 30 日（木）まで再々延期となり、その後も、皆様がご周知の通り、愛知県の緊急事態宣言を受けて、

大型連休明けの 5 月７日（木）まで休業となりました。 

いつもご利用いただいていた皆様には大変ご迷惑をおかけして、心から申し訳なく思っています。 

1 日も早く、新コロナウィルス感染が治まり、終息されることを願うばかりです。 

安心して、皆様にまたご利用いただける日を、またお会いできる日を心待ちにしています。 

それまではスタッフ一同、感染をしないように気を引きしめて、営業を再開できる日に備えたいと 

思っております。営業を再開できたあかつきには変わらぬご愛顧のほど、心からお願い申し上げます。 

           喫茶・路面電車  荒木登喜子 

 

機能訓練事業 

 

2019 年度機能訓練事業報告 

市内在住の障害者（手帳保持者）と介護者を対象に訓練事業を行ってきました。主な内容と参加人数は

次の通りです。 

① 理学療法士による運動指導：毎月第１土曜日全 11 回、於さくらピア、参加延べ人数 322 名（368 名） 

② 動作法による訓練：毎月第４土曜日全１1 回、於さくらピア、参加延べ人数名 193 名（202 名） 

③  水泳による訓練：7、8 月金曜日全 6 回、於アクアリーナ豊橋、参加延べ人数１20 名（123 名） 

 

豊橋広報、、豊橋市役所障害福祉課、肢体不自由児（者）父母の会、さくらピアの協力を頂き訓練事業を行い

ました。今年度は新型コロナウィルスの感染拡大防止の為、残念ながら 3 月は中止になりました。急なことだ

ったので参加者には電話・メールで中止の連絡をさせていただきました。また機能訓練が世間に周知されてい

るようでヘルパー・相談支援員に勧められて見学や参加される方がいます。 

理学療法士による機能訓練においては、参加者が毎回ほぼ同じ時間帯に来るようになり、参加者が集中する

ことが減り、待ち時間が少なくなっています。 

動作法においては先生が家庭でできる自主トレーニングを参加者に教えてくださり、機能維持・機能アップ

に繋がっています。 

水泳による訓練においては参加者の兄弟で水泳部に所属している方が手伝ってくださりとても助かりまし

た。 

ボランティアを増やしていかなくてはと考えています。 

来年度も、身体機能の維持増進と精神の安定・リラックスをはかりながら、日常生活における困難さを軽く

できるように、参加者の期待に添える内容として行きたい。 

機能訓練  松井理津子 

ʷ９ʷ 
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相談支援事業 

・通常の相談に加え、相談室企画（ヨガセラピー、料理教室）を実施。 

ヨガセラピー…呼吸法の大切さを学べたと、大変好評だった。参加者は、車いすや視覚・

聴覚の障害の方様々だったが、講師がきめ細かく気配りしてくださった。 

料理教室…２月に実施。簡単だが健康に気を配ったレシピを学べた。  

・相談者人数 1,564 人 ≪H30 年度 1,649 人≫ 

相談件数  1,638 件 ≪H30 年度 1,725 件≫ 

・新規相談者は  26 人 ≪H30 年度 18 人≫  

・最近の傾向として、来所相談よりも電話相談の数が上回っている。 

 （来所相談 234 件、電話相談 310 件） 

・障害のある方が家族の介護を担うという事例が複数あり、改めて介護保険を学ぶため、

中央包括支援センターに依頼し勉強会を行った。また、差別解消法の受付窓口になって

いるので、ほっとぴあ相談員による障害者の権利に関する勉強会も行う。 

・ピアカウンセラー12 名のうち 4 名が退職し、H31 年 4 月からの 4 人の新メンバー

が加わった。 
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平成 31 年度歳入歳出について以上のとおり報告します。 

 
 

 令和 2 年 4 月 18 日 

       
豊橋障害者(児)団体連合協議会 

会 長  山 下  徹 
副会長  野 口 雅 由 
副会長  袴 田 安 子 
会 計  新 谷  剛 

 
 

 

 

監査報告書 

 

監査の結果、各種帳簿・預金通帳・領収書等の記載及び管理が適正に行なわれ

ていたことを認めます。 

 
 
   令和 2 年 4 月 18 日 

    
     監 事  豊橋市手をつなぐ育成会    渡 辺 徹 子 

 
豊橋精神障害者地域家族会  廣 田 容 子 

 
     豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会   鈴 木   進 

 

※原本に押印済み   
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豊橋障害者(児)団体連合協議会 会則 
 
第１条（名称） 
  本会は、豊橋障害者(児)団体連合協議会（略称「豊障連」）という。 
第２条（所在地） 
  本会は、事務局を豊橋市東新町１５番地  

豊橋市障害者福祉会館（略称 豊障会館、愛称 さくらピア）内に置く。 
第 3 条（目的） 
  本会は、すべての障害者団体が協力して、障害者およびその家族が広く住民との

交流を深めながら地域障害者福祉の増進を図ることを目的とする。 
第４条（構成） 
  本会は、豊橋市内の障害者団体によって構成する。 
第５条（事業） 
  本会は、第３条の目的を達成するために下記の事業を行う。 
  （１）構成団体相互の各種情報交換 
  （２）構成団体相互の親睦・交流を図るための活動 
  （３）障害者関係機関との連携 
  （４）障害者の社会参加を目指すための活動 

（５）すべての障害者に対する正しい理解を求めるための地域啓発活動 
  （６）豊橋市障害者福祉計画等の福祉施策に対する各種要望活動 
  （７）関係機関等から委託された各種事業の運営 
  （８）目的の達成上必要とされるその他の事業 
第６条（役員） 
  本会は、次の役員をおく。 
  （１）会 長   １名 
  （２）副会長   ２名 
  （３）理 事   各構成団体から２名（ただし会長・副会長・会計の兼任可） 
  （４）評議員   各構成団体から２名（ただし監事の兼任可） 
  （５）会 計   １名 

（６）監 事   ３名 
第７条（顧問、相談役） 
  本会が必要とする場合は理事会議決によって顧問・相談役・参与を置くことがで

きる。 
第８条（役員の任務） 
  本会の、役員の任務は下記のとおりとする。 

（１）会長は、本会を代表し会務を統轄する。 
（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じた場合はその職務を代行する。 
（３）理事は、会の各業務内容を審議するほか、会務を分掌しその運営執行にあた

る。 
（４）評議員は、評議員会において理事会が審議提案した業務案等に対して最終要

否決定を与える。 
（５）会計は、「会費」「委託事業費」等の出納状況を適正に管理し、理事会の決済

と評議員会の承認を受ける範囲で運用する。 
  （６）監事は、収支決済報告等の会計業務の監査および指導を行う。 
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第９条（役員の任期） 
  本会の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 
  役員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
第１０条（役員の選出） 
  本会の理事および評議員は加盟団体から選出されたもので構成する。 
第１１条（役員の報酬） 
  本会の顧問・相談役を含む役員は原則として無報酬とする。ただし、必要な費用

弁償及び必要な手当等については理事会の承認を得た上で受けることができる。 
第１２条（会議） 
  本会は、下記の会議を開催する。 
  （１）理事会は、正副会長と各加盟団体から選出されたもので構成され、原則と

して月１回、会長が召集して開催する。ただし、必要に応じて臨時理事会

が開催される場合がありうる。 
     理事会の議長は会長が務め、下記の事項を審議、決定する。 
   ａ．評議員会に提出する事項 
   ｂ．評議員会の議決を必要とする事項以外の重要事項 
   ｃ．評議員会の決議により委任された事項 
   ｄ．会則および細則等の原案の作成事項 
   ｅ．その他、理事会が必要とする事項 
  （２）評議員会は、正副会長と理事および各加盟団体により選出された評議員に

よって構成され年１回、会長が召集して開催する。ただし、必要に応じて

臨時評議員会が開催される場合がありうる。 
     評議員会の議長は副会長が勤め下記の事項を審議、決定または承認する。 
   ａ．会則および細則等の規約の変更に関する事項 
   ｂ．理事会から出された事業報告及び収支決算報告の承認に関する事項 
   ｃ．理事会から出された事業計画案及び収支予算案の決定に関する事項 
   ｄ．改正役員の承認に関する事項 
   ｅ．その他、評議員会が必要とする事項 
     評議員会の議事は、構成委員の過半数方式で決し可否同数の場合は議長の

決するところとする。 
第１３条（会計） 
   本会の活動財源は、下記の収入を持ってあてる。 
   （１）会費 
   （２）各種補助金 
   （３）各種寄付金 
   （４）その他の収入 
   会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
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【細  則】 

   （１）本会は次の団体で構成する。 
        豊橋市肢体不自由児(者)父母の会 
        豊橋市聴覚障害者協会 
        豊橋市手をつなぐ育成会 
        豊橋身体障害者協会 
        豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会 
        豊橋精神障害者地域家族会くすのき会 
   （２）本会の理事は、各団体より２名とする。 
   （３）本会の評議員は、各団体より２名とする。 
   （４）本会の会長・副会長・会計は、理事より選出する。 
   （５）本会の監事は、評議員より選出する。 
   （６）本会の会費は理事会で決める。 
   （７）本会に事務職員をおくことができる。 
      事務職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。 
   （８）慶弔費に関しては、別途規程を定める。 
   （９）協賛金に関しては、別途規程を定める。 
     
  

【附  則】 

  （１）本会則は、平成１３年６月２３日から実施する。  
  （２）本会則は、平成１５年４月２６日に改正、同日から実施する。 
  （３）本会則は、平成１６年４月２４日に改正、同日から実施する。 
  （４）本会則は、平成２１年４月１８日に改正、同日から実施する。 
  （５）本会則は、平成２２年１０月７日に改正、同日から実施する。 
  （６）本会則は、平成２４年４月２１日に改正、同日から実施する。 
  （７）本会則は、平成２９年４月１５日に改正、同日から実施する。 
    （８）本会則は、令和２年４月１８日に改正、同日から実施する。 



 

－２４－ 

豊橋障害者(児)団体連合協議会慶弔規程 

 
第 1 条 本会役員が死亡したときは、会長及び代表が会葬し、香料 10000 円を贈る。 

 
第 2条 本会役員の同居の家族(１親等以内)が死亡したときは、香料 5000円を贈る。 

 
第 3 条 本会役員が病気入院 20 日以上（同一疾病以外）に及ぶときは、見舞金 3000

円を贈る。 

 
第 4 条 本会役員および同居のその家族(１親等以内)が不慮の災害にあった場合は、

理事会にはかり、程度に応じた見舞いをする。 

 
第 5 条 本会に係わる福祉施設、関係機関の開所式・式典の案内が送られてきた 
    場合は、祝金 5000 円を贈る。 

 
第 6 条 本会の規定による香料、見舞金、祝金に対する返礼は一切受けない。 

 
第 7 条 前記各条のほか、必要を認めた場合は、理事会または三役会の協議の上、 
    慶弔の意を表す。 

 
 
【附則】 
 （１）本規程は、平成 22 年 10 月 7 日から実施する。 



－２５－ 

豊橋障害者（児）団体連合協議会協賛金規程 

 

第 1 条 本会の加盟団体の申請によって行われるものとする。 

 

第 2 条 本会加盟団体が関連する全国大会・地方大会等において、豊橋市内で 

開催されるものを対象とする。 

 

第 3 条 1 大会当たり２万円を上限とする。 

 

第 4 条 前記各条は豊橋障害者（児）団体連合協議会の名義で協賛が行われ 

    かつ支払われるものとする。 

 

 

 

 

【附則】 

  （1）本規定は、令和 2 年 4 月 18 日から実施する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

やさしい 心を つなげよう 

 

本年度も豊障連をよろしくお願いします 

 

 

ＨＰ http：//hosyoren.jp 

豊橋障害者(児)団体連合協議会 




